
事 務 連 絡

令 和 ２ 年 ６ 月 ８ 日

一般社団法人 東京都トラック協会長 殿

関 東 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長

関 東 運 輸 局 自 動 車 監 査 指 導 部 長

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた

貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて

標記について、国土交通省自動車局貨物課から令和２年６月５日付け事務連絡によ

り別添のとおり通知がありましたので、了知されるとともに、貴協会傘下会員に対す

る周知方取り計い願います。



 

  

事 務 連 絡 

令和２年６月５日 

 

 

各地方運輸局自動車交通部 

関東・近畿運輸局自動車監査指導部 各位 

沖縄総合事務局運輸部 

 

 

                                      自動車局貨物課    

                      

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた 

貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて 

 

 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、宅配貨物に係る需要の一時的な増大が見られる

とともに、事業用自動車の納車の遅延等の事情により、事業用自動車のみでは宅配貨物

に係る輸送力の確保が困難となることが予想されるところである。 

 こうした状況を踏まえ、令和２年８月 31 日までの間に限り、貨物自動車運送事業者

が宅配貨物の輸送（営業所から近距離の限られた区域内で行われる貨物の集荷及び配達

に係る輸送に限る。）にレンタカーを使用することを認めることとし、貨物自動車運送

事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて（平成 15 年２月 14 日

付国自貨第 90 号）に準じてその運用を別紙のとおり定めたので、事務処理上遺漏なき

よう取り計らわれたい。 

 



 

  

別 紙 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた 

貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて 

 

１  使用するレンタカーについては、「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運

送事業の事業計画（事業用自動車の数）変更の事前届出等について」（令和元年８月

１日国自貨第４０号）等による手続きのほか、次のとおり取扱うものとする。 

 (1) 当該事前届出書等の受理にあたっては、次の事項について確認する。 

  ① 宅配貨物の輸送（営業所から近距離のラストワンマイル輸送として行われる貨

物の集荷及び配達に係る輸送に限る。）の用に供せられる車両であること。 

  ② 自動車車庫の確保の状況 

  ③ 乗務員の確保の状況 

  ④ 運行管理者及び整備管理者の選任状況 

⑤ 一般自動車損害保険（任意保険）の締結及び損害賠償能力の状況 

 (2) 当該事前届出等については、増車実施予定日欄に減車予定年月日を併記すること

とし、これをもって減車の事前届出を省略する。 

 

２  レンタカーの借受け期間は１４日を超えてはならないものとする。 

    ただし、期間中に複数回届出を行う場合は、１つの事前届出書等でまとめて届出等

ができるものとし、増車（減車）実施予定日及び別紙様式による使用証については、

それぞれの期間を分けて記載させるものとする。 

 

３ レンタカーの増車が事業計画変更の認可申請を伴う場合は、当該認可申請につい

て、標準処理期間にかかわらず、可能な限り迅速に処理すること。 

 

４ 貨物自動車運送事業法第６条の規定に基づく許可基準に適合しない保有車両数５両

未満の営業所に該当する場合は、本取扱いの対象としないものとする。 

 

５ 別紙様式による使用証は、あらかじめ必要事項を記入したうえ、当該事前届出書等

に添付し提出させることとし、運輸支局長は、当該届出等の受理に際して必要事項を

審査のうえ、当該使用証に押印し事業者に交付するものとする。 

 

６  別紙様式による使用証は、トラブルの防止及び利用者保護の観点から、使用するレ

ンタカー車両の外部から見やすいように表示するものとする。 

 

７ レンタカー届出等の実績については各運輸局において実態を把握し、本省自動車局

貨物課からの連絡に応じて当該実績を報告することとする。 

 



 

別紙様式 

宅 配 輸 送 用 車 両 使 用 証 

 

氏名又は名称  

自動車登録番号 

又は車両番号 
 

使 用 期 間 
令和２年   月    日から 

令和２年   月    日まで 

 

注意 

事項 

１．この使用証は、自動車の外側から見やすいようにして表示すること。 

２．この使用証は、使用期間が過ぎたときは、速やかに返納すること。 

 

令和２年  月   日 

運輸局   運輸支局長  印  



１.各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数

普通自動車

営業所

営業所

営業所

営業所

２.変更する自動車の明細

営業所 kg

営業所 kg

営業所 kg

営業所 kg

営業所 kg

営業所 kg

営業所 kg

営業所 kg

営業所 kg

営業所 kg

営業所 kg

営業所 kg

営業所 kg

営業所 kg

営業所 kg

※内訳には、普通自動車にあっては普通・小型・牽引・被牽引の別を記載すること

３.レンタカーの使用期間（増車／減車実施予定日）

1 年 月 日 ～ 年 月 日

2 年 月 日 ～ 年 月 日

3 年 月 日 ～ 年 月 日

4 年 月 日 ～ 年 月 日

5 年 月 日 ～ 年 月 日

6 年 月 日 ～ 年 月 日

7 年 月 日 ～ 年 月 日

※1回の期間は14日以内とすること

４.任意保険等の加入状況

対人：無制限

対物：200万円以上

※貨物自動車運送事業の用に供している場合においても、上記のとおり任意保険等が適用されることを

確認した上で、□にチェックを記載すること

別紙２（⑤の場合 ※宅配レンタカー専用）

所属営業所

 増 ・ 減 

 増 ・ 減 

 増 ・ 減 

最大積載量 車体の形状 登録番号又は車台番号

新 旧

普通 小型 牽引 被牽引 計

0

0

普通

0

小型 牽引 被牽引 計

0 0

0

0 0合計 0 0 0 0 0 0 0 0

0

所属営業所 増・減車の別

 増 ・ 減 

内訳 車名 年式

 増 ・ 減 

 増 ・ 減 

 増 ・ 減 

 増 ・ 減 

 増 ・ 減 

 増 ・ 減 

0

回目

令和 令和

令和 令和

令和

令和

回目

回目

回目

令和 令和回目

が適用される任意保険等に加入しています。

令和

 増 ・ 減 

 増 ・ 減 

令和

 増 ・ 減 

 増 ・ 減 

 増 ・ 減 

回目 令和 令和

回目 令和 令和



　　運輸局　　運輸支局長　殿

※1回の期間は14日以内とすること
４回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

レンタカーの使用期間（増車／減車実施予定日）

７回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

５回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

６回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

１回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

２回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

３回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

所属営業所名 運行管理の責任者氏名

印

　　運輸局　　　支局長　殿

宣　　　　　誓　　　　　書

□ 届出にかかる自動車車庫については、私に使用権原があることを宣誓します。

□ 届出にかかる自動車車庫の土地・建物は、都市計画法等の関係法令に抵触しないことを宣誓します。

令和 年

氏　名

記載欄 営業所名 新 旧

①
②

　今般、貨物軽自動車運送事業の届出事項の変更等について、貨物自動車運送事業法第３６条及び同法施行規則
第３３条又は第３４条の規定により、関係書類を添えて届出いたします。

⑥

③

⑤

④

変更予定日届出者の氏名又は名称並びに代表者の氏名

届出日　　令和　　年　　月　　日

日月年令和

貨 物 軽 自 動 車 運 送 事 業 経 営 変 更 等 届 出 書

両

月 日

ふりがな

印氏名又は名称

住　所

変 更 理 由 等

軽（普通）

□

運行管理体制を記載した書面

軽（霊柩）

軽（普通）

両

（通称名：　　　　　　　　　　　　　）

代表者氏名

（　　　　　　　名）

住　　所

電話番号

④

⑤

⑥

事業用自動車の種別ごとの数（乗車定員）

両

（　　　　　　　名）

軽（霊柩）（　　　　　　　名） 両 （　　　　　　　名）

両

届 出 内 容

①

②

③

氏名又は名称及び住所（主たる事務所の名称及び位置）

代表者

営業所の名称及び位置

自動車車庫の位置及び収容能力

乗務員の休憩又は睡眠の施設の位置及び収容能力

営 業 所 か
ら の 距 離 ｍ

営 業 所 か
ら の 距 離

（　　　　　　　名）

位 置

二　　 輪 二　　 輪両 （　　　　　　　名）

㎡

位 置

ｍ

㎡ 収容能力

位 置

収容能力 ㎡

収容能力

死亡届出

収容能力 ㎡

位 置

（名称）

（該当する□欄にチェックを入れる）廃止届出 □ 譲渡届出 □ 分割届出 □ 合併届出 □



※1回の期間は14日以内とすること

３回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

４回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

５回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

６回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

７回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

運行管理体制を記載した書面

所属営業所名 運行管理の責任者氏名

㎡ 収容能力 ㎡

運行管理体制を記載した書面

所属営業所名 運行管理の責任者氏名

レンタカーの使用期間（増車／減車実施予定日）

１回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

２回目　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

㎡

⑥
位 置 位 置

収容能力

⑥
位 置 位 置

収容能力 ㎡ 収容能力

ｍ

収容能力 ㎡ 収容能力 ㎡

⑤

位 置 位 置
営 業 所 か
ら の 距 離 ｍ 営 業 所 か

ら の 距 離

ｍ 営 業 所 か
ら の 距 離 ｍ

収容能力 ㎡ 収容能力 ㎡

両 （　　　　　　　名）

⑤

位 置 位 置
営 業 所 か
ら の 距 離

両 （　　　　　　　名）

軽（霊柩） 両 （　　　　　　　名） 軽（霊柩） 両 （　　　　　　　名）④

軽（普通） 両 （　　　　　　　名） 軽（普通）

二　　 輪 両 （　　　　　　　名） 二　　 輪

二　　 輪 両 （　　　　　　　名） 二　　 輪 両 （　　　　　　　名）

両 （　　　　　　　名）

軽（霊柩） 両 （　　　　　　　名） 軽（霊柩） 両 （　　　　　　　名）

③

④

軽（普通） 両 （　　　　　　　名） 軽（普通）

③

記載欄 営業所名 新 旧

①
②

② 代表者 ⑤ 自動車車庫の位置及び収容能力

③ 営業所の名称及び位置 ⑥ 乗務員の休憩又は睡眠の施設の位置及び収容能力

貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書補助様式

届 出 内 容

① 氏名又は名称及び住所（主たる事務所の名称及び位置） ④ 事業用自動車の種別ごとの数（乗車定員）


